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労働関係法令の改正に伴う時間管理について 

運送業界における長時間労働やドライバー不足の常態化が深刻な中で、２０１８年６月に働き方改
革関連法が成立し、トラックドライバーに対しても罰則付き時間外労働の上限規制が適用されます。 
既に、自動車運転業務以外の一般則では２０１９年４月１日から順次施行されていますが、自動車

運転業務に従事する者についても、２０２４年４月１日からは年９６０時間の時間外労働の上限規制
が適用されることとなります。また、時間外の上限規制と同様に「改善基準告示」についても改正に
向けた見直しが進められ、２０２２年１２月を目処に公示される予定となっています。 
これらの状況を踏まえ、巡回指導時にも事業者の皆様に「乗務割」や「拘束時間管理表」等による

個々に対する労働時間等の適正な把握、管理をお願いしています。既に時間管理を行っている事業者
の皆様もいらっしゃると思いますが、まだ行っていない場合には、従業員ごとの１日、月間、年間の
“拘束時間”、“運転時間”、“休憩時間”、“休息期間”等について、管理を始めるようお願いします。 
時間管理を行うことにより、出勤日数や超過勤務時間等が多い運転者に対し、配車の見直し等を行

うことにより労働時間等の偏りを平準化し、既定時間を超えないよう管理することに活用できます。 
２０２４年まで残り僅か２年です。各事業者における運行状況を踏まえると“対応は難しい！”と

思われるかもしれません。今すぐの調整は難しいかもしれませんが、この２年間で各事業者における
時間管理体制の構築、発荷主・着荷主との交渉を含めた労働環境の改善など、法令遵守に向けた管理
の徹底をお願いします。 

 
【 労働関係法令の主な改正点 】 

 
 

【 参考様式：（一社）群馬県トラック協会ＨＰ→帳票類に掲載 】 
 

  
不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。    
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